
　当社グループは、「なめらかな社会」の実現に向けた課題の特定と課題の解決に向けて
必要なサステナビリティ活動に関する審議機関として、ESG推進部を担当する執行役（サ
ステナビリティ活動の統括責任者）を委員長とするサステナビリティ委員会を設置し、原
則、年に2回開催しています。委員は、ESGに関連する部門の部門長を中心に構成され、サ
ステナビリティに関連するリスクと機会の内容と取り組みについて審議を行っています。取
り組みの状況は、リスクと機会に紐づけられたマテリアリティの対応施策として、定期的に
確認しています。また、サステナビリティに関連するリスクについては、リスク管理委員会に
おいてより具体的な対応策を報告・審議する枠組みとしています。サステナビリティ委員会
における審議内容を取締役会に報告しています。

　リスクの未然防止と危機発生時の被害極小化を図ることを目的として、ESG推進部を
担当する執行役（リスク管理統括責任者）を委員長とするリスク管理委員会を設置し、原
則、年に2回開催しています。
　当社グループの事業を取り巻くさまざまなリスクの「特定」、「分析」、「評価」、「対応」を
定期的に確認し、審議内容を取締役会に報告しています。
　また、内部監査部門が内部監査で発見したリスクを内部統制部門とともに共有すること
で、迅速かつ適切にリスクの未然防止につなげるための予防措置や改善を図っています。

　気候変動対策の重要性が世界的にますます高まる中、従来、サステナビリティ委員会に
おいてESG課題のひとつとして取り組んできた「カーボンニュートラルの実現」を、より強力
かつグローバルに推進すべく、2023年度に「カーボンニュートラル推進委員会」を立ち上
げました。
　カーボンニュートラル推進委員会は、執行役社長を委員長、カーボンニュートラル戦略
推進部の担当執行役を副委員長とし、各地区（日本、欧州・アフリカ州、米州、中国、アセア
ン・大洋州・西アジア、インド）の担当執行役および総支配人などを委員として構成され、原
則、年に2回開催し、カーボンニュートラル目標達成に向けた活動計画とその取り組み状
況などを審議します。
　また、その下部組織として、各地区において、担当執行役を部会長とする地区部会を、原
則、年4回開催し、各地区の実情に応じた施策・取り組みを検討し、その結果をカーボンニ
ュートラル推進委員会に報告します。
　カーボンニュートラル推進委員会で審議された内容については、単独またはサステナビ
リティ委員会との合同で、適宜、取締役会に報告しています。

　コンプライアンス推進活動に関する諮問機関として、法務部を担当する執行役（コンプラ
イアンス推進活動の統括責任者）を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、原則、
年に2回開催しています。委員は、関連するリスク管理の推進部門長を中心に構成され、グ
ローバルなコンプライアンスリスク（独禁法および下請法違反リスクを除く）に関する課題
および活動計画や実績などを審議し、取締役会に報告しています。関連するリスク管理の
推進部門は、委員会で審議された活動計画をもとに、国内事業所および子会社ごとに選任
しているコンプライアンス推進活動管理者ならびに海外各地区の総支配人室に設置してい
る企画・内部統制部と連携・協業しながら、リスク低減のための施策を実施しています。

　独禁法および下請法遵守の推進活動を行うため、執行役社長を委員長とする公正取引
監察委員会を設置し、原則、年に2回開催しています。委員は、営業・調達部門の担当執行
役、社外取締役および外部弁護士などを中心に構成され、独禁法および下請法遵守活動
の実施計画や実績報告を審議、公正な取り引きの実効的な統制と教育や啓発活動を監
督・指導しています。また、審議内容については、取締役会に報告しています。独禁法遵守
活動の統括部署である法務部は、公正取引監察委員会の指示のもと、国内の関連部門に
対する教育、指導、監査などを実施するとともに、海外各地区の企画・内部統制部と連携し
て独禁法遵守活動の実施状況を管理しています。

■  サステナビリティ委員会 ■  リスク管理委員会

■  カーボンニュートラル推進委員会

■  コンプライアンス委員会

■  公正取引監察委員会

執行機関の各委員会
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